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令和２年１月２４日 

 

松阪市議会議長 

大 平   勇 様 

建設水道委員会 

委員長 坂 口 秀 夫 

 

 

令和２年１月１５日（水）から１月１７日（金）において建設水道委員会の行政

視察調査を実施いたしましたので下記のとおり報告致します。 

 

記 

 

１．建設水道委員会行政視察調査 

 出席者 

委員長 坂口 秀夫、副委員長 市野 幸男、委員 大平 勇、 

委員 濱口 高志、委員 中島 清晴、委員 西村 友志 

欠席者 委員 田中 正浩 

議会事務局出席者 

建設水道委員会担当書記 議会事務局議事担当主幹 赤塚 泉 

 

２．視察先及び視察事項 

 （１）１月１５日（水） 

広島県竹原市 

歴史的風致維持向上計画について 

 

（２）１月１６日（木） 

    福岡県北九州市 

門司港レトロ地区 良好な景観形成について 

 

（３）１月１７日（金） 

福岡県宗像市 

空き家対策事業について 

 

３．視察内容 

 

 別紙のとおり 
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Ⅰ．広島県竹原市 

視 察 日 ： 令和２年１月１５日(水) 

応 対 者 ： 市議会議長 大川弘雄 

市議会副議長 堀越賢二 

教育委員会教育振興課長 堀川ちはる 

教育委員会事務局 教育振興課 文化財保護係長 新潟 豊 

        教育委員会事務局 教育振興課 文化財保護係 主事 三輪宣生 

議会事務局長 住田昭徳 

議会事務局 議事調査係 主事 前本憲男 

 

１． 竹原市の概要 

（１）人口  ２６，５６４人 

       １２，５３８世帯 

（２）面積  １１８．２３ｋ㎡ 

（３）概要   

     竹原市は広島県瀬戸内海沿岸の中央に位置し昭和３３年１１月３日に市政施行し

た。 

     一昨年１１月市政施行６０周年を迎えた。風光明媚で温暖な地域である。古くから

入浜式塩田に成功し、江戸時代には塩を基盤に酒造業、廻船業などの多角経営に乗り

出し、明治、大正、と商人を輩出し大きく発展した。竹原市で生産された塩は全国に

流通され塩の名産地として名を馳せることになる。先人は塩で成した財を学問に投じ、

頼氏が出現し頼山陽を輩出した。大正から昭和にかけ竹原駅を中心にした塩田跡地の

再開発により新市街地が形成され、開発を免れた町並み保存地区は江戸時代の趣をと

どめたまま保存されている。 
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２．視察項目 歴史的風致維持向上計画について 

《 目  的 》 

  松阪市は歴史的文化遺産や景観などが残っており、松坂城跡、御城番長屋、また旧長谷川

治郎兵衛家の住宅は建造物として、国指定重要文化財。そして、旧宅が三重県指定史跡及び

名勝ともなっている。さらには旧小津清左衛門家があり、建物が旧小津家住宅として三重県

指定有形文化財、土地が旧小津清左衛門家として松阪市指定史跡になっている。歴史的な建

造物が存在し、豪商のまち松阪として取り組んでおり、今回の視察により歴史的風致維持向

上について研鑽するものである。 

 

《 視察内容 》 

◎竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区 

   塩田は明治時代から埋めたれられ新たな開発が行われ森川家住宅を象徴に江戸時代か

ら昭和初期までの建物が調和した本瓦葺きと灰色漆喰が織りなす重厚感あふれる街並み

が作り出され、昭和５７年には国の竹原市竹原地区伝統的重要建造物群保存地区に選定さ

れた。現在は世帯数８６戸・１６４人の方が住んでいる。伝統的建造物として認定されて

いるのは建造物１４６件、工作物３８件の１８４件が指定されている。これらの建造物保

存のため市から保存助成金が交付されており修理と修景に係る費用の４／５（上限６００

万円）が補助されている。また原材料支給として簡単な修理に必要な材料費として上限６

万円が支給される。実績としてはこれまで１５０件が修理・修景事業として交付されてい

る 

現在は風致地区として２地区を指定し開発行為から守っており、無電柱化や景観舗装、

街路も整備されている。地区では雛めぐり、竹まつり、町並み竹灯りなどのイベントも開

催。またテレビや映画のロケ地として利用され、直近では映画「るろうに剣心」アニメ「た

まゆら」など若者ファンによるロケ地めぐりでにぎわっている。一方では地区内の高齢化

率５４％や生活スタイルの変化に伴う現代的な建物や駐車場の増加が課題となっており

新しい保存計画も検討されている。 

 

竹原市の伝統的建造物群保存地区の風景 
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◎竹原市歴史的風致維持向上計画 

   地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）が平成２０

年５月に公布され、平成２４年に竹原市歴史的風致維持向上計画が施行された。 

製塩を基盤とした港・商業の発展にみる歴史的風致、酒造りにみる歴史的風致を定義とし

て小公園整備・歴史的建造物修理・景観計画策定・歴史冊子作成など１６事業を対象に維

持及び向上に資する事業として、期間を平成２４年度から令和４年度としている。重点区

域を７１ｈａ、伝統的建造物群保存地区５ｈａを定め、森川家住宅を利用した歴史的風致

形成建造物保存修理事業、建物撤去による歴史的建造物が出現する小公園整備事業、竹原

のランドマーク「普明閣」を望む歴史的景観に酔いしれる公園整備の酔景（すいけい）の

小庭。第２弾として、歴史的風致形成建造物の藤井酒造保存修理事業、たけはらの歴史的

な町並みの新たな魅力となる酒蔵のライトアップ。平成３０年には歴史文化啓発冊子作成

事業を行っている。 

実施中の事業として住民とともに市全域にわたり景観の保全対策、今後の計画として森

川家保存修理事業、その他伝統行事等助成事業として江戸時代の提灯を再現。交差点名標

識の観光客に分かりやすい名称に改善、歴史体験講座の実施が特徴的な事業である。事業

の成果としては観光客数や観光消費額も増加し、文化財の新規登録・指定、中でも北前船

寄港地・船主集落の日本遺産追加認定などが挙げられる。 

 

《 所  感 》 

   竹原市は人口や市の面積も小さいが歴史的遺産が豊富な自治体であることを知った。松

阪市との重なる部分も多く、松阪が木綿商人で財を成したことと、竹原市の発展の基礎は

塩田による製塩業を基として商人の輩出と廻船業の発展に繋がっていった共通の歴史を

知り親近感を覚えた。竹原市の伝統的建造物は多く原形をとどめており、それらを歴史的

風致維持向上計画により見事なほど保存、観光化に成功している。本市の豪商のまちづく

りにおいて今後の計画に大変参考になり勉強させていただけた。 
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Ⅱ．福岡県北九州市 

視察日 ： 令和２年１月１６日(木) 

応対者 ： 建築都市局 総務部 都市景観課長 石原賢一 

      建築都市局 総務部 都市景観課 景観形成係長 山本誠貴 

      建築都市局 総務部 都市景観課 景観づくり支援係長 古田良子 

      建築都市局 総務部 都市景観課 主任 大池智雄 

      議会事務局 政策調査課 調査係 主任 松尾文絵 

 

１．北九州市の概要 

（１）人口  ９５４，３７７人 

       ４７１，３２１世帯 

（２）面積  ４９１．９５ｋ㎡ 

（３）概要   

    北九州市は、九州最北部に位置する九州最初の政令指定都市である。長く美 

   しい海岸線や緑豊かな山々など恵まれた自然環境を有しつつ、国内有数の産業 

   都市として我が国の近代化をけん引してきた歴史、公害を克服してきた歴史を 

   持つ。 

    観光面では、門司港レトロ地区、小倉城、松本清張記念館等がある。 

 

北九州市役所にて 
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２．視察項目：門司港レトロ地区 良好な景観形成について 

《 目 的 》 

   松阪市では景観計画の重点地区において良好な景観の形成に資するため、歴史的

なまちなみの保全、歴史的なまちなみとの調和を図るため方針を定めている。自

然、社会、歴史的条件と調和した都市景観の先進的な取り組みを学ぶものである。 

 

《 視察内容 》 

（１）北九州市の景観特性 

     北九州市は海岸線が長く、市域の半分は森林となっている。平野部は細長

く、そこにＪＲの線路がある。その線路の周りに市街地が形成されている。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨海部は埋め立て地が多く、そこに工業地帯が形成されている。北九州市で

は、主に海から見た景観を重視している。 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）景観計画による景観誘導 

    北九州市の景観計画区域は市域全体である。景観上特に重要な地区として景

観重点整備地区８地区を選定した。ＪＲの駅前など地域の顔となる場所がそれ

にあたる。 

   特色ある景観を有する地域として景観形成誘導地域２地域指定した。これは北

九州空港周辺、臨海部の工業地帯である。 

 また、関門景観の形成を積極的に推進する地域として関門景観形成地域があり

関門海峡両岸の沿岸部が指定されており、門司港レトロはこれに該当する。 

 

（３）関門景観の形成 

    関門景観とは、関門海峡並びにそれに面した地域における山並み等の自然環

境、歴史や文化が薫る街並み及び人々の活動により構成される景観の総称を指

す。関門景観の特徴は、街並みのすぐ後ろに山並みが見える点である。海、及

び対岸から見た景観を重視している。 

関門景観計画の特長としては、下関市と共通の基準で作成されており、これ

は、県域を越え、全国で初の同一名称、同一条文での基準で指定した珍しいタイ

プのものである。（お互いの都市から・船から見た景観に配慮した制度） 
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（４）市民・事業者・行政の協同による景観づくり 

北九州市では、良好で質の高い都市景観の形成を推進するため、建築物等の 

計画策定や事業実施に関して、景観に係る専門家の助言を受けることができる

「景観アドバイザー制度」を制定した。 

 現在、専任している景観アドバイザーは１０名で、景観工学、景観デザイン、

都市緑化、環境色彩、照明、グラフィックデザイン、写真、彫刻の専門家で組織

されており、任期は２年間となっている。 

景観アドバイザーに係る年間予算は１５０万円を計上しており、１か月に３ 

～５件の相談実績がある。全体として、公共事業は１００％アドバイスを受けて

いるが、民間事業では半分程度しか受けていない。色彩等のアドバイスはコスト

に影響がないので受け入れてもらえるが、構造面ではコスト的な制約のためアド

バイスを受け入れてもらえないこともあり、アドバイスが採用となるのは３～４

割程度である。 
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《 所  感 》 

  北九州市は、恵まれた自然環境と近代的な街並みが調和した素晴らしい景観を維持 

している。しかも歴史的な建築物を保存し、うまく活用している。しかし、それを維持

するのは、民間の開発を秩序あるものにしなければならない。調和がとれた街並み、景

観を維持するために「景観アドバイザー」の役割りは非常に大きいと感じた。色彩はセ

ンスの問題であるためアドバイスの意義は大きい。しかもコスト増になることもなく民

間事業者にとっては有意義であると思う。本来であればやり直しの難しい構造面でのア

ドバイスも積極的に受け入れてもらいたいものだが、営利企業にはコスト制約があり、

強制力が無いため、受け入れ率が半分以下なのは残念である。 

 松阪市でも、「豪商のまち」で売り出すために、補助金だけでなくデザインに関するア

ドバイスができる仕組みも今度考えていくことが重要だと感じた。ただし、強制力は無

いにせよ、アドバイスの受け入れ率を上げていく方法も合わせて検討していく必要があ

ると思う。 
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Ⅲ．福岡県宗像市 

視  察  日  ： 令和２年１月１７日(金) 

応 対 者  ： 都市建設部 都市再生担当部長 中村時広 

         都市建設部 都市再生課長 内田忠治 

         都市建設部 都市再生課 都市再生係長 藤原久美子 

         都市建設部 都市再生課 都市再生係 主任主事 小島武史 

         都市建設部 都市再生課 都市再生係 主事 樋口将太 

         議会事務局長 柚木寿義 

         議会事務局 児島みどり 

 

１.宗像市の概要 

（１）人口  ９６，３０３人 

         ４１，１８３世帯   

（２）面積  １１９．９２ｋ㎡ 

（３）概要   

    宗像市は、平成１５年、玄海町・平成１７年には大島村と合併し、福岡・北

九州両市のほぼ中央に位置するところから両市のベッドタウンとして発展、豊

かな自然にも囲まれ、「ときを紡ぎ、躍動するまち」を目指し良好な住宅都市と

して発展し現在に至る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宗像市役所にて研修 

 

 

宗像市役所にて 
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２．視察項目 空き家対策事業について 

《 目 的 》 

全国的に人口が減少していく状況の中にあって、空き家問題がクローズアップされ

ており、どこの市町にとっても抱える大きな課題だと言える。空き家対策において先

進地である宗像市の事例を学び、昨年からようやく動きはじめた松阪市の空き家対策

事業に資するものである。 

 

《 視察内容 》 

  （1）空き家等の現状 

① 住宅建築年数 築３５年以上が全体の２７．２％ 

② 空き家数 １，７１２軒 空き家比率４．９％ 

課 題 

① 空き家等所有者に関する課題：所有者の高齢化、相続問題、所有者の意識 

② 老朽化した空き家等に関する課題：倒壊、放火、犯罪の恐れ 

③ 土地・建物の規制に関する課題：建築基準法における既存不適格建築物 

④ 費用面での課題：リフォームや解体の費用 

 

（2）空き家等対策の実施体制 

① 団地再生推進事業：まちなか再生整備事業、パークアンドライド 

② 空き家利活用推進事業：空き家管理サービス、空き家・空き地バンク 

             自治会空き家見守り隊、パークアンドライド事業 

③ 空き家等対策推進事業：空き家・空き地の改善提案書対応、所有者への啓 

           発、措置及び対処の実施 

 

（3）略式代執行等による特定空き家等の解体 

   略式代執行→所有者が不明の物件で、倒壊等により周辺環境に危険が生じる 

恐れがある場合に解体等の作業を行う事業 

① 相続財産管理制度の活用 

       相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄の場 

合も含まれる）には家庭裁判所は、申立てにより、相続財産管理人を選任 

相続財産管理人→被相続人の債権者等に対して被相続人の債権などの清算 

を行い、残った財産を国に帰属させる 

相続財産管理人の報酬→相続財産から支払う。報酬が支払えないと見込ま 

れるときは、申立人が報酬相当額を家庭裁判所に予納金と

して納め、そこから支払う 
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② 特定空き家等実績 

 略式代執行により解体→２件 

 現状のまま売却し、次の所有者が建物を解体→１件 

 売却に向け手続き中、次の所有者が解体予定→１件 

 相続人により解体し更地→１件 

 相続財産管理人を選任し、売却。次の所有者が解体→１件 

 

  （4）管理不全な空き家等の対応 

    ① 空き家管理サービスの提供―様々な悩み相談（一般社団法人 

 住マイむなかた） 

      （各専門機関との提携事業、相談件数（平成２９～平成３０）１４４件） 

      

ふるさと見守りサポート：月１回程度の巡回・郵便受けの内容物の送付 

                 不法投棄・屋外内の状況確認・現状写真の送付 

 

空き家リフォーム：各種リフォーム・外壁、屋根などの外装補修工事、        

水回り改修・壁紙、床張り替え内装工事・ハウスクリーニング 

 

不用品片づけサービス：空き家の遺留荷物の処分 

目安料金１１，０００円/２ｔ 

     

 空き家草刈り：近所に迷惑の掛からないように空き家の草刈り 

 

空き家解体：空き家解体（目安料金１５０万/１軒 条件により異なる） 

 

空き家、空き地バンク：売却、賃貸の希望者の不動産情報を市役所窓口や 

「住マイむなかた」、インターネット等を通じて購入、              

賃貸希望者に提供 

 

② 各機関との協定締結（体制の充実） 

空き家に関連するローンの情報提供：市内の各金融機関 

空き家相談等に関する無料相談：司法書士会による電話無料相談 

空き家に関する相談窓口：「一般社団法人 住マイむなかた」で受け付け 

 

③ 所有者の意識改革 

      高齢者世帯及び施設入居（予定）者家族に対し、必要な情報提供や支援を 

行い、高齢者への啓発に力を入れる 
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④ 相談会とセミナーの開催 

 市内葬儀場とのタイアップ企画としての終活への学習会や相談会の実施 

 住マイむなかたとのタイアップ企画としての不動産相談会の実施 

 

⑤ 定住のための支援制度 

 家賃補助制度、中古住宅の購入＆リフォーム補助制度、 

古家購入建て替え補助制度、定住奨励金、 

三世代同居・近居住宅支援補助制度 

      以上のような補助制度を創設し定住促進に取り組まれている。 

 

 

《 所 感 》 

  全国的に空き家問題は、市町のどこでも抱える大きな課題だと言える。具体的に

市として現状をしっかりと把握し、市民の安全、安心な制度を作成することが重要

である。 

  特定空家については、個人資産でもあり所有者の状況によるところが大きい。し

かしながら地域の安全を考えると行政が関与しながら解決策を構築する必要があ

り、所有者の様々な問題解決に向け早急な対応が必要である。 

宗像市のように場合によっては代執行も必要不可欠だと思われる。しかし、課題が

示すように解体には大変な経費、労力が必要となる。所有者もその事前で解決したい

が「解体費用が出せない」「売却したいが売れない」「改修しても、住む者がいるがわ

からない」等から、解決行為に踏み出せず、危険空き家の一途を辿ることになる。 

相続財産管理人制度の活用や空き家管理サービスの提供等は素晴らしく、このよう

な制度策定が必要だと感じた。 

全国的にみても、いろんな障害があり対策が進まない現状があるが施策次第では可

能となることを再認識したところである。 

 松阪市でも速急な対策が必要な状況にあり、宗像市は、制度も進んでいることから

非常に勉強になり、考えさせるところが多々あり、今後の松阪市の施策に大いに役立

つ視察となった。今後も他市の先進事例を参考にし、松阪市においてもより良い制度

が構築されるよう検討していきたい。 

 

 

 


